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石 川 県 警 察 の 組 織 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 六 日

石 川 県 公 安 委 員 会

石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号

石 川 県 警 察 の 組 織 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 警 察 の 組 織 等 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 四 十 一 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 ｢ 七 課 及 び 監 察 官 室 ｣ を ｢ 八 課 ｣ に 、 ｢ 会 計 課 ｣ を

｢ 会 計 課

監 察 課 ｣

に 改 め る 。

第 四 条 中 第 八 号 を 削 り 、 第 九 号 を 第 八 号 と し 、 第 十 号 及 び 第 十 一 号 を 削 り 、 第 十 二 号 を 第 九 号 と し 、 第 十 三 号 を 削

り 、 第 十 四 号 を 第 十 号 と し 、 第 十 五 号 を 第 十 一 号 と す る 。

第 四 条 の 三 中 第 七 号 を 削 り 、 第 八 号 を 第 七 号 と し 、 同 条 に 次 の 四 号 を 加 え る 。

八 文 書 管 理 の 企 画 及 び 指 導 に 関 す る こ と 。

九 文 書 の 収 受 及 び 発 送 に 関 す る こ と 。

十 文 書 の 印 刷 に 関 す る こ と 。

十 一 県 警 察 法 規 集 の 発 行 に 関 す る こ と 。

第 八 条 の 二 ( 見 出 し を 含 む 。) 中 ｢ 監 察 官 室 ｣ を ｢ 監 察 課 ｣ に 改 め 、 第 六 号 を 第 七 号 と し 、 第 五 号 を 第 六 号 と し 、

第 四 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

五 苦 情 の 受 理 及 び 管 理 に 関 す る こ と ( 公 安 委 員 会 に 対 す る 苦 情 を 除 く 。) 。

第 二 十 一 条 の 七 中 ｢ 監 察 官 室 ｣ を ｢ 監 察 課 ｣ に 改 め る 。

第 二 十 三 条 第 一 項 中 ｢ 室 、｣ 及 び ｢ 室 長 、｣ を 削 る 。

第 二 十 八 条 の 二 第 二 項 中 ｢ 警 察 官 ｣ の 下 に ｢ 又 は そ の 他 の 職 員 ｣ を 加 え る 。

別 表 第 一 金 沢 東 警 察 署 の 部 小 坂 町 交 番 の 項 中 ｢ 三 池 新 町 ｣ の 下 に ｢ 、 三 池 栄 町 ｣ を 加 え 、 同 表 金 沢 西 警 察 署 の 部 金

沢 西 警 察 署 所 在 地 の 項 中 ｢ 金 石 本 町 ｣ の 下 に ｢ 、 金 石 海 原 ｣ を 加 え 、 同 表 大 聖 寺 警 察 署 の 部 大 聖 寺 警 察 署 所 在 地 の 項

中 ｢ イ 、 ニ の 部 ｣ を ｢ イ 、 ロ 、 ハ 、 ニ 、 ホ 、 ヌ 、 リ 、 三－ 六 、 平 山 、 タ 乙 、 丁 、 戊 の 部 ｣ に 改 め 、 同 部 熊 坂 駐 在 所 の

項 中 ｢ イ 、 ニ の 部 を 除 く 。｣ を ｢ イ 、 ロ 、 ハ 、 ニ 、 ホ 、 ヌ 、 リ 、 三－ 六 、 平 山 、 タ 乙 、 丁 、 戊 の 部 を 除 く 。｣ に 改 め 、

同 部 山 代 交 番 の 項 中 ｢ 尾 俣 町 ｣ の 下 に ｢( 大 桜 を 除 く 。)｣ を 加 え 、 同 部 勅 使 駐 在 所 の 項 中 ｢ 塔 尾 町 ｣ の 下 に ｢ 、 尾 俣

町 ( 大 桜 )｣ を 加 え 、 同 部 片 山 津 交 番 の 項 中 ｢ 同 片 山 津 町 ソ 二 四 番 地 ｣ を ｢ 同 片 山 津 温 泉 乙 六 七 番 地 一 ｣ に 改 め 、 同

部 柴 山 駐 在 所 の 項 中 ｢ 同 新 保 町 ケ 八 番 地 ｣ を ｢ 同 新 保 町 ケ 八 番 地 一 一 ｣ に 改 め 、 同 表 小 松 警 察 署 の 部 河 田 駐 在 所 の 項

中 ｢ 同 河 田 町 子 七 九 番 地 三 ｣ を ｢ 同 河 田 町 子 七 九 番 地 二 ｣ に 改 め 、 同 表 白 山 警 察 署 の 部 福 留 駐 在 所 の 項 中 ｢ 同 福 留 町

六 二 六 番 地 ｣ を ｢ 同 福 留 町 六 二 六 番 地 一 ｣ に 改 め 、 同 部 白 峰 駐 在 所 の 項 中 ｢ 同 白 峰 ハ 一 〇 五 番 一 地 ｣ を ｢ 同 白 峰 ハ 一

〇 五 番 地 一 ｣ に 改 め 、 同 表 輪 島 警 察 署 の 部 三 井 駐 在 所 の 項 中 ｢ 同 三 井 町 長 沢 一 部 一 八 番 地 一 ｣ を ｢ 同 三 井 町 長 沢 壱 字

四 七 番 地 六 ｣ に 改 め 、 同 表 珠 洲 警 察 署 の 部 瑞 穂 駐 在 所 の 項 中 ｢ 同 能 登 町 字 瑞 穂 一 〇 字 一 四 二 番 地 ｣ を ｢ 同 能 登 町 字 瑞

目 次

公安委員会
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則 1

○石川県道路交通法施行細則の一部を改正する規則
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2 平成 25 年３月 26 日 (火曜日) 石 川 県 公 報 号 外
穂 一 二 四 番 地 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 九 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 六 日

石 川 県 公 安 委 員 会

石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号

石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 ( 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 条 の 表 県 道 松 任 宇 ノ 気 線 の 項 区 間 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 十 条 の 表 県 道 上 安 原 昭 和 町 線 の 項 区 間 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 十 条 の 表 県 道 倉 部 金 沢 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

第 十 条 の 表 金 沢 市 道 安 原 十 三 号 線 工 業 団 地 二 十 号 の 項 路 線 名 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 十 条 の 表 金 沢 市 道 安 原 十 三 号 線 工 業 団 地 一 号 の 項 路 線 名 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 十 条 の 表 中

第 十 条 の 表 野 々 市 市 道 一 級 幹 線 堀 内 上 林 線 の 項 区 間 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

金 沢 市 専 光 寺 町 ル 八 十 六 の 一 か ら 金 沢 市 湊 三 丁 目 六 十 番 ま で

白 山 市 宮 永 町 二 千 九 十 六 の 一 か ら 金 沢 市 寺 中 町 イ 一 番 五 地 ま で

金 沢 市 古 府 二 丁 目 二 百 六 十 四 番 地 か ら 金 沢 市 古 府 三 丁 目 三 十 三 番 地 ま で

金 沢 市 桜 田 町 一 丁 目 一 地 先 か ら 金 沢 市 桜 田 町 一 丁 目 十 九 地 ま で

県 道 額 谷 三 浦 線 野 々 市 市 中 林 四 丁 目 百 七 番 三 地 か ら 野 々 市 市 清 金 二 丁 目 二 百 番 二 地 ま で

金 沢 市 道 安 原 十 三 号 工 業 団 地 線 二 十 号

金 沢 市 道 安 原 十 三 号 工 業 団 地 線 一 号

｢
を

｣

金 沢 市 道 弓 取 九 号 問 屋 二 丁 目 十 三 号

金 沢 市 問 屋 町 二 丁 目 九 十 七 番 地 か ら 金 沢 市 問 屋 町 二 丁 目 八

十 五 番 地 ま で

｢

に 改 め る 。

｣

金 沢 市 道 準 幹 線 五 百 六 十 九 号 示 野 中

・ 出 雲 線

金 沢 市 道 一 級 幹 線 百 十 二 号 若 宮 ・ 玉

鉾 線
金 沢 市 道 弓 取 九 号 問 屋 町 二 丁 目 線 十

三 号

金 沢 市 桜 田 町 二 丁 目 六 番 地 か ら 金 沢 市 出 雲 町 イ 二 百 五 十 番

地 ま で

金 沢 市 桜 田 町 二 丁 目 一 番 地 か ら 金 沢 市 桜 田 町 二 丁 目 六 番 地

ま で
金 沢 市 問 屋 町 二 丁 目 九 十 七 番 地 か ら 金 沢 市 問 屋 町 二 丁 目 八

十 五 番 地 ま で

野 々 市 市 堀 内 四 丁 目 八 十 七 番 地 か ら 野 々 市 市 中 林 四 丁 目 百 八 の 一 ま で

(１箇月2,350円送料とも) 発行人 〒920－8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 石 川 県

印刷所 〒921－8002 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 ㈱ 共 栄 TEL(076)292－2236
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